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附則

第１章 総則

(目的)

第１条 この規程は､ 金沢市立病院 (以下 ｢病院｣ という｡) の会計事務の処理に関して必要な事項を定め､ 病院の

能率的な運営と適正な経理を図ることを目的とする｡

(適用範囲)
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第２条 病院の会計事務の処理に関しては､ 法令その他別に定めるもののほか､ この規程の定めるところによる｡

２ 病院の会計事務の執行に関しては､ この規程に定めるもののほか､ 金沢市財務規則 (昭和39年規則第３号｡ 以下

｢財務規則｣ という｡) 及び金沢市契約規則 (平成15年規則第１号｡ 以下 ｢契約規則｣ という｡) の規定を準用する｡

この場合における技術的読替えについては､ 第84条第１項及び第２項に定めるところによる｡

(企業出納員等)

第３条 病院事業管理者 (以下 ｢管理者｣ という｡) は､ 病院の業務に係る出納その他の会計事務を処理させるため､

企業出納員､ 現金取扱員及び物品取扱員を置く｡

２ 企業出納員は､ 事務局次長をもって充てる｡ ただし､ 事務局次長に事故があるとき､ 又は事務局次長が欠けたと

きは､ あらかじめ管理者が指定した職にある職員をもって充てる｡

３ 企業出納員は､ 管理者の命を受けて､ 出納その他の会計事務を処理する｡

４ 現金取扱員を設置する箇所は､ 事務局とし､ 当該箇所の現金取扱員となるべき者の範囲は､ 事務局の所属職員と

し､ 現金取扱員となるべき者のうちから事務局長が現金取扱員として指名した者は､ 当該職にある間､ 辞令を用い

ないで現金取扱員に命ぜられたものとする｡

５ 現金取扱員は､ 企業出納員の命を受けて､ 所管の業務に係る現金の出納に関する事務を処理する｡

６ 前項の現金取扱員１人が取り扱うことのできる現金の限度額は､ １日分の取扱高とする｡ ただし､ 企業出納員が

特に必要があると認める場合は､ この限りでない｡

７ 事務局長補佐は､ 当該職にある間､ 辞令を用いないで物品取扱員に任命されたものとする｡

８ 物品取扱員は､ 企業出納員の命を受けて､ 所管の業務に係る物品の出納及び保管の事務を処理する｡

９ 物品取扱員の取り扱う物品は､ 第37条に規定する棚卸資産及び第54条に規定する物品のほか､ 第62条第１号に規

定する有形固定資産のうち車両運搬具､ 工具､ 器具及び備品とする｡

(注意義務)

第４条 企業出納員､ 現金取扱員及び物品取扱員は､ 善良な管理者の注意をもって､ 現金その他の資産を取り扱わな

ければならない｡

(出納取扱金融機関等の出納事務取扱い)

第５条 管理者は､ 病院の業務に係る公金の出納事務の一部を､ 市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるもの

とする｡

２ 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち､ 収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を金沢市立

病院出納取扱金融機関とし､ 収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を金沢市立病院収納取扱金融機関とする｡

３ 前項の金沢市立病院出納取扱金融機関及び金沢市立病院収納取扱金融機関 (以下 ｢出納取扱金融機関等｣ という｡)

の事務の取扱いについては､ 金沢市公金取扱金融機関事務取扱規程 (昭和39年訓令甲第１号｡ 以下 ｢金融機関事務

取扱規程｣ という｡) の規定を準用する｡ この場合における技術的読替えについては､ 第84条第３項に定めるとこ

ろによる｡

(委任)

第６条 管理者の権限に属する会計事務のうち､ 次に掲げる事務を企業出納員に委任する｡� 収入に係る現金 (有価証券を含む｡ 以下 ｢収入金｣ という｡) を受け入れ､ 出納取扱金融機関等へ払い込みす

る事務� 債権者に対し､ 債務の弁済をする事務� 管理者が保管する現金の管理及び出納に関する事務� 棚卸資産及びこの規程に規定されている範囲内のその他の動産の出納及び保管に関する事務

第２章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第１節 伝票

(会計伝票の発行)

第７条 病院の業務に係る取引については､ その取引の発生の都度､ 証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行

するものとする｡

(会計伝票の種類)

第８条 会計伝票の種類は､ 収入伝票 (様式第１号)､ 支払伝票 (様式第２号) 及び振替伝票 (様式第３号) とする｡

２ 収入伝票は､ 収入金の取引について発行する｡

３ 支払伝票は､ 支出に係る現金 (有価証券を含む｡) の取引について発行する｡
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４ 振替伝票は､ 前２項に規定する取引以外の取引について発行する｡

(会計伝票の整理)

第９条 事務局次長は､ 毎日､ 会計伝票を整理し､ 日計表 (様式第４号) を作成しなければならない｡

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票､ 日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は､ それぞれの日付によって編集し､ 保存しなけれ

ばならない｡

第２節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 病院の業務に関する取引を記録し､ 計算し､ 及び整理するため､ 次に掲げる会計帳簿を備える｡� 総勘定元帳 (様式第５号)� 内訳簿 (様式第６号)� 預金出納簿 (様式第７号)� 有価証券 (証書) 台帳 (様式第８号)� 棚卸資産出納簿 (様式第９号)� 固定資産台帳 (様式第10号)� 企業債台帳 (様式第11号)� 未払金整理簿 (様式第12号)� 収入予算整理簿 (様式第13号)� 支出予算整理簿 (様式第14号)� 収入調定整理簿 (様式第15号)� 預り金台帳 (様式第16号)� 契約保証金整理簿 (様式第17号)

２ 前項各号に掲げる帳簿のうち､ 第３号から第５号までに掲げる帳簿は企業出納員が､ 第１号､ 第２号及び第６号

から第13号までに掲げる帳簿は事務局次長がそれぞれ保管する｡

(会計帳簿の記帳)

第12条 会計帳簿は､ 会計伝票又は証拠となるべき書類により､ 正確かつ明瞭に記帳しなければならない｡

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第13条 総勘定元帳は､ 別表に定める勘定科目の目 (項又は目までの科目については､ 項) について口座を設け､ 第

９条の規定により作成する日計表により記帳するものとする｡

２ 内訳簿は､ 別表に定める勘定科目の節 (項又は目までの科目については､ それぞれ項又は目) について口座を設

け､ 会計伝票により１件ごとに記帳するものとする｡

(会計帳簿の照合)

第14条 会計帳簿は､ 随時照合して､ その正確な残高を確認するよう努めなければならない｡

第３節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院の経理は､ 損益勘定､ 資産勘定､ 負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする｡

２ 前項に規定する勘定科目の区分は､ 別表に定めるところによる｡

第３章 収入及び支出

第１節 収入

(収入の調定)

第16条 事務局次長は､ 収入の調定をしようとする場合は､ 収入調定整理簿により管理者の決裁を受けなければなら

ない｡

２ 事務局次長は､ 前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は､ 収入予算整理簿に記帳するとともに､ 振替伝票

を発行しなければならない｡ ただし､ 収入の調定と同時に収入金を受けた場合には､ 振替伝票の発行を省略するも

のとする｡

(調定の更正)

第17条 事務局次長は､ 収入の調定を更正しようとする場合は､ 直ちに前条第１項の規定に準じて管理者の決裁を受

け､ 収入予算整理簿を訂正するとともに､ 振替伝票を発行しなければならない｡
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(納入の通知)

第18条 事務局次長は､ 第16条の規定により収入の調定をし､ 又は前条の規定により収入の調定を更正した場合は､

直ちに納入義務者に対して納入通知書により納入の通知をしなければならない｡ この場合において､ 納期限の定め

のある収入に係る納入の通知については､ 特別の事由がある場合のほか､ 当該納期限の10日前までに通知しなけれ

ばならない｡

(納入通知書の様式)

第19条 納入通知書の様式は､ 様式第18号に定めるところによる｡

(口座振替による納付)

第20条 口座振替の方法により収入を納付しようとする場合は､ 出納取扱金融機関等にその旨を申し出なければなら

ない｡

(指定代理納付者による納付)

第21条 企業出納員は､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第231条の２第６項の規定により､ 同項に規定する指定

代理納付者 (以下 ｢指定代理納付者｣ という｡) による納付の承認をした場合は､ 直ちに納入義務者に対して当該

承認をした旨の表示をした納入通知書を交付しなければならない｡

２ 前項の場合において､ 指定代理納付者が当該承認に係る収入を納付したときは､ 同項の納入通知書を第24条の領

収証書とみなす｡

３ 第１項の場合において､ 企業出納員は､ 次の形式の承認印を使用するものとする｡

(収入の徴収又は収納の委託)

第22条 地方公営企業法 (昭和27年法律第292号) 第33条の２の規定により収入の徴収又は収納の事務を私人に委託

しようとするときは､ 契約を締結するものとする｡

２ 前項の契約の締結に際しては､ 委託事務の執行手続､ 収入金を出納取扱金融機関等に払い込む時期､ 収入金の内

容を示す計算書に関する事項､ 委託の始期及び終期､ 委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について書面

で明らかにしておくものとする｡

３ 第１項の契約を締結したときは､ その旨を告示し､ その事実を当該収入の納入義務者に周知させるため掲示､ 通

知文書の回覧又は新聞公告等の方法により公表しなければならない｡

(収入事務受託者の身分証票)

第23条 管理者は､ 収入の徴収又は収納の委託を受けた私人 (以下 ｢収入事務受託者｣ という｡) のうち必要がある

と認めるものについては､ 収入の徴収又は収納の事務の委託に係る証票 (様式第19号) を交付する｡

(領収証書等の交付)

第24条 企業出納員､ 現金取扱員又は収入事務受託者は､ 収入の納付を受けた場合は､ 直ちに所定の領収証書の領収

印を押し､ 納付者に交付しなければならない｡

２ 出納取扱金融機関等は､ 口座振替等により収入を収納したときは､ 領収証書又はこれに代えて口座振替済通知書

を納付者に交付しなければならない｡

(収入金の取扱い)

第25条 企業出納員又は現金取扱員は､ 収入金を収納した場合は､ 当該収入金を公金払込書 (様式第20号) により､

その日のうちに出納取扱金融機関等に払い込まなければならない｡ ただし､ やむを得ない事情がある場合には､ 翌

日 (その日が日曜日若しくは土曜日､ 国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号) 第３条に規定する休日又

は１月２日､ 同月３日若しくは12月31日 (以下 ｢日曜日等｣ という｡) に当たるときは､ その日の直後の日曜日等

以外の日) に払い込むことができる｡
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２ 収入事務受託者は､ 収入金を徴収し､ 又は収納した場合は､ 当該収入金をその内容を示す計算書を添えて､ 公金

払込書 (様式第21号) により､ 速やかに出納取扱金融機関等に払い込まなければならない｡

(預金の預け入れ替え)

第26条 企業出納員は､ 預金の預け入れ替えをしようとするときは､ 管理者の決裁を受けなければならない｡

(収入伝票の発行及び記帳)

第27条 企業出納員は､ 毎日､ 出納取扱金融機関等から送付を受けた収入済通知書 (納入通知書等に接続した収入済

通知書をいう｡ 以下同じ｡) に基づいて収入伝票を発行するとともに､ 預金出納簿に記帳した後､ 当該収入済通知

書を直ちに事務局次長に送付しなければならない｡

(過誤納金の還付)

第28条 事務局次長は､ 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は､ 還付決議兼支払伝票 (様式第22号)

によって管理者の決裁を受け､ 納入者にその旨を通知するとともに振替伝票を発行しなければならない｡

２ 前項の過誤納金の還付の手続については､ 支出の例による｡

(不納欠損)

第29条 事務局次長は､ 時効等により債権が消滅した場合においては､ 当該債権に係る収入金の調定の年月日､ 金額､

収入科目､ 事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受け､ 振替伝票を発行しなければならない｡

第２節 支出

(支出の手続)

第30条 事務局次長は､ 経費を支出しようとする場合は､ 支出予算整理簿に支出をしようとする金額等を記帳し､ 支

出負担行為伺書 (様式第23号) によって管理者の決裁を受けなければならない｡

２ 事務局次長は､ 前項の規定により管理者の決裁を受けた後､ 支出すべき金額等が確定した場合は､ 金額等を支出

予算整理簿に記帳するとともに､ 振替伝票を発行しなければならない｡ この場合において､ 当該年度内に支払われ

るものについては､ 振替伝票を省略することができる｡

(支払伝票の発行)

第31条 事務局次長は､ 支出のうち現金の支払を伴うものについては､ 債権者の請求書に基づいて支払伝票を企業出

納員に送付しなければならない｡

２ 支払伝票は､ 債権者及び勘定科目ごとに作成し､ 当該支払伝票に債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添

えなければならない｡ ただし､ 債権者から請求書の提出をさせ難い場合は､ 支出調書をもって請求書に代えること

ができる｡

３ ２人以上の債権者に対して支払を行う場合において､ 勘定科目及び支払期日が同一であるときは､ 前項の規定に

かかわらず､ 併せて１枚の支払伝票を発行することができる｡ この場合において､ 債権者ごとにその支払額を明ら

かにした文書を添えなければならない｡

(支出の支払)

第32条 企業出納員は､ 支払伝票に基づいて､ 支出の支払を小切手により行うものとする｡

２ 企業出納員は､ 前条第１項により送付を受けた支払伝票により支出するときは､ 当該支払伝票に係る債権者の名

称又は氏名､ 勘定科目､ 支払おうとする金額等を債権者の請求書その他証拠となるべき書類と照合し､ 誤りがない

ことを確認しなければならない｡

(支払通知及び預金出納簿の記帳等)

第33条 企業出納員は､ 出納取扱金融機関に送付する小切手振出済通知書及び公金振替書に基づいて預金出納簿に必

要な事項を記帳し､ 支払伝票を事務局次長に送付しなければならない｡

２ 事務局次長は､ 前項の規定により送付を受けた支払伝票により関係帳簿に必要な事項を記帳しなければならない｡

(預金から現金への保管転換)

第34条 企業出納員は､ 支払の資金に充当すべき現金を必要とするときは､ 管理者の決裁を受けて､ 出納取扱金融機

関へ小切手を振り出し､ 現金を受け取るものとする｡

２ 企業出納員は､ 業務に必要とする釣銭準備金を現金取扱員に管理させることができる｡

第４章 預り金及び預り有価証券

(預り金等)

第35条 企業出納員は､ 保証金その他病院の収入に属さない現金を受け入れた場合は､ これらを預り金として次に掲

げる区分により整理しなければならない｡
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� 預り保証金� 預り諸税� その他預り金

２ 企業出納員は､ 病院の所有に属さない有価証券を受け入れた場合は､ 預り有価証券として整理しなければならな

い｡

(預り金等の受入れ及び払出し)

第36条 預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出しは､ 公金の収入の収納及び支出の例により行わなければならな

い｡

第５章 棚卸資産

第１節 通則

(棚卸資産の範囲)

第37条 棚卸資産とは､ 次に掲げる物品で､ 棚卸経理を行うものをいう｡� 材料� 消耗備品� その他貯蔵品

２ 前項の棚卸資産の区分の細目は､ 別に定めるところによる｡

(棚卸資産の貯蔵)

第38条 企業出納員は､ 常に適用事業の業務の執行上適正な量の棚卸資産を貯蔵するよう努めなければならない｡

第２節 出納

(購入)

第39条 事務局次長は､ 予算に定める棚卸資産の購入限度額の範囲内において､ 第30条に規定する支出の手続により､

棚卸資産を購入するものとする｡

(引渡し)

第40条 事務局次長は､ 前条の規定により購入した棚卸資産を､ 検査員の検査を受けた後に､ 物品取扱員に引き渡さ

なければならない｡

２ 前項の場合において､ 検査員は､ 物品検査調書 (様式第24号) を作成しなければならない｡

(受入価額)

第41条 棚卸資産の受入価額は､ 次に掲げるところによる｡� 購入又は製作によって取得した棚卸資産については､ 購入又は製作に要した価額� 前号に掲げる棚卸資産以外の棚卸資産については､ 適正な見積価額

(受入れ)

第42条 企業出納員及び物品取扱員は､ 棚卸資産を受け入れた場合は､ 棚卸資産出納簿に記帳するとともに振替伝票

を発行しなければならない｡

(払出価額)

第43条 棚卸資産の払出価額は､ 先入先出法によるものとする｡

(払出し)

第44条 事務局次長は､ 棚卸資産を使用しようとする場合は､ 出庫伝票 (様式第25号) によらなければならない｡

２ 企業出納員は､ 前項の出庫伝票に基づき棚卸資産出納簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない｡

(戻入れ)

第45条 企業出納員は､ 払い出した棚卸資産に残品が生じた場合は､ 第42条の規定に準じて受け入れなければならな

い｡

(棚卸資産の保管)

第46条 棚卸資産は､ 原則として倉庫に格納しなければならない｡ ただし､ 特別の事由がある場合については､ 企業

出納員の指定する場所に保管するものとする｡

(不用品の返納)

第47条 企業出納員は､ 棚卸資産のうち不用となり､ 又は使用に耐えなくなった棚卸資産を管理者の決裁を受けて不

用品として整理し､ 事務局次長に返納するものとする｡

(不用品の処分)
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第48条 事務局次長は､ 前条の規定により返納を受けた不用品を､ 管理者の決裁を受けて売却しなければならない｡

ただし､ 買受人がない場合､ 売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合その他売却することが不適当と認め

られる場合は､ これを廃棄することができる｡

２ 事務局次長は､ 前項の規定により不用品を処分したときは､ 振替伝票を発行しなければならない｡

第３節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第49条 企業出納員及び物品取扱員は､ 常に棚卸資産出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し､ その正確な

額の確認に努めなければならない｡

(実地棚卸し)

第50条 企業出納員及び物品取扱員は､ 毎年度末に実地棚卸しを行わなければならない｡

２ 企業出納員及び物品取扱員は､ 前項に定める場合のほか､ 棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その

他必要があると認められる場合には､ 随時に実地棚卸しを行わなければならない｡

３ 企業出納員は､ 前２項の規定により実地棚卸しを行った場合は､ その結果に基づいて棚卸明細表 (様式第26号)

を作成しなければならない｡

(実地棚卸しの立会い)

第51条 企業出納員は､ 前条第１項及び第２項の規定により実地棚卸しを行う場合は､ 棚卸資産の受払いに関係のな

い職員で､ 管理者の指定するものを立ち会わせなければならない｡

(棚卸しの結果報告)

第52条 企業出納員は､ 実地棚卸しを行った結果を､ 実地棚卸結果報告書に第50条第３項の規定により作成する棚卸

明細表を添えて､ 管理者に報告しなければならない｡

２ 企業出納員は､ 実地棚卸しの結果､ 現品に過不足があることを発見した場合は､ その原因及び現状を調査し､ 前

項の報告に併せ､ 管理者にその旨を報告しなければならない｡

(棚卸しの修正)

第53条 企業出納員は､ 実地棚卸しの結果､ 総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは､ 第50条第３

項の規定により作成した棚卸明細表に基づき､ 振替伝票を発行し､ 管理者の決裁を受けるとともに､ 当該振替伝票

を事務局次長に送付しなければならない｡

２ 事務局次長は､ 前項の規定により送付を受けた振替伝票に基づき､ 総勘定元帳を修正しなければならない｡

第６章 棚卸資産以外の物品

(棚卸資産以外の物品の範囲)

第54条 棚卸資産以外の物品の範囲は､ 次に掲げる物品で､ 棚卸経理を行わず､ 直接､ 当該科目の支出として購入で

きるものをいう｡� 第66条の規定に基づき､ 建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用される予定の物品� 前号に掲げる物品以外の物品で､ 直接､ 当該科目の支出として経理されるもの

(購入)

第55条 事務局次長は､ 前条に定める物品については､ 管理者の決裁を受けて購入するものとする｡

(物品の引渡し)

第56条 事務局次長は､ 前条の規定により購入した物品を検査員の検収を受けた後に物品取扱員に引き渡さなければ

ならない｡ この場合において､ 当該物品のうち購入単価が500,000円を超える物品 (消耗品及び原材料品を除く｡

以下第60条までにおいて ｢購入物品｣ という｡) については､ 物品引渡調書 (様式第27号) を添えなければならな

い｡

(物品の取得報告)

第57条 物品取扱員は､ 購入物品の引渡しを受けたときは､ 当該物品に係る保管責任者を定め､ 直ちに物品取得調書

(様式第27号) を作成し､ 当該物品取得調書を企業出納員に送付しなければならない｡

(物品の表示)

第58条 前条の購入物品については､ １点ごとに物品シール (様式第28号) を付け､ 保管しなければならない｡ ただ

し､ 品質又は形態上これによることができないものは､ この限りでない｡

(物品の管理)

第59条 物品取扱員は､ 購入物品を適正に管理しなければならない｡
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２ 第57条の規定により定められた物品の保管責任者は､ 当該物品の引渡しを受けたときからその責めに任ずるもの

とする｡

(事故報告)

第60条 企業出納員及び物品取扱員は､ 天災その他の事由により購入物品が滅失し､ 亡失し､ 又は損傷した場合は､

速やかにその原因及び現状を調査し､ 管理者にその旨を報告しなければならない｡

(不用物品の返納等)

第61条 物品取扱員は､ 保管する物品が不用となり､ 又は使用に耐えなくなったときは､ 物品返納書 (様式第29号)

にその不用となり､ 又は使用に耐えなくなった物品 (以下 ｢不用物品｣ という｡) を添え､ 企業出納員に返納しな

ければならない｡

２ 第47条及び第48条の規定は､ 不用物品について準用する｡

第７章 固定資産

第１節 通則

(固定資産の範囲)

第62条 固定資産の範囲は､ 次の各号に掲げるものとし､ その意義は､ 当該各号に定めるところによる｡� 有形固定資産 土地､ 立木､ 建物､ 構築物､ 機械及び装置､ 車両運搬具､ 建設仮勘定並びに耐用年数が１年以

上であり､ かつ､ 取得価額が100,000円以上の工具､ 器具及び備品をいう｡� 無形固定資産 水利権､ 借地権､ 地役権､ 地上権､ 電話加入権､ 施設利用権等で､ 有償で取得したものをいう｡� 投資 投資有価証券､ 出資金､ 長期貸付金､ 基金等をいう｡

第２節 取得

(取得価格)

第63条 固定資産の取得価格は､ 次に定めるところによる｡� 購入によって取得した固定資産については､ 購入に要した価額� 建設工事又は製作によって取得した固定資産については､ 当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用

の合計額� 交換によって取得した固定資産については､ 交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し､ 又は控

除した額� 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前３号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものに

ついては､ 適正な見積価額

(固定資産の取得)

第64条 事務局次長は､ 固定資産を取得した場合は､ 振替伝票を発行しなければならない｡

２ 事務局次長は､ 前項の場合で､ 登記又は登録を必要とするときは､ 直ちに登記又は登録の手続をとらなければな

らない｡

(建設改良工事の精算)

第65条 事務局次長は､ 建設改良工事が完成した場合は､ 速やかに当該建設改良工事に要した直接の費用を精算しな

ければならない｡

２ 事務局次長は､ 建設改良工事が完成した場合は､ 速やかに当該建設改良工事に要した間接の費用の額を定め､ 前

項の費用の額に合わせて固定資産に振り替えなければならない｡

(建設仮勘定)

第66条 建設改良工事は､ 建設仮勘定を設けて経理することができる｡

２ 前項の規定により建設仮勘定を設けた建設改良工事が完成したときは､ 速やかに当該建設仮勘定の精算を行い､

振替伝票を発行し､ 管理者の決裁を受けるとともに､ 固定資産の当該科目に振り替えなければならない｡

３ 前条第２項の規定は､ 前項の場合について準用する｡

第３節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第67条 事務局次長は､ その所管に属する固定資産を管理しなければならない｡

２ 事務局次長は､ 固定資産のうち､ 専用に使用させる固定資産の保管責任者を定めなければならない｡

３ 前項の規定により定められた固定資産の保管責任者は､ 当該固定資産の引渡しを受けたときからその責めに任ず

るものとする｡
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(事故報告)

第68条 事務局次長は､ 天災その他の事由により固定資産が滅失し､ 亡失し､ 又は損傷した場合は､ 遅滞なく､ 管理

者にその旨を報告しなければならない｡

(固定資産の返納)

第69条 事務局次長は､ 不用又は使用に耐えなくなった固定資産を返納するときは､ 固定資産返納書 (様式第30号)

により企業出納員に返納しなければならない｡

(処分の手続)

第70条 第47条及び第48条の規定は､ 固定資産について準用する｡

第４節 減価償却

(減価償却の方法)

第71条 固定資産の減価償却は､ 定額法によって取得の翌年度から行う｡

(特別減価償却)

第72条 直接その事業の用に供する有形固定資産について経営の健全性を確保するために必要があるときは､ 前条の

規定により算出した減価償却額 (以下 ｢通常減価償却額｣ という｡) に､ 当該通常減価償却額に100分の50以内の率

を乗じて得た額 (以下 ｢特別減価償却額｣ という｡) を加えた金額を毎年度の減価償却額とすることができる｡

２ 事務局次長は､ 前項の規定に基づき特別減価償却を行ったときは､ 通常減価償却額と特別減価償却額を区分して

整理するものとする｡

(減価償却の特例)

第73条 事務局次長は､ 有形固定資産について､ 当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の５に相当する金額に達し

た後において地方公営企業法施行規則 (昭和27年総理府令第73号) 第８条第３項の規定により帳簿価額が１円に達

するまで減価償却を行おうとする場合は､ あらかじめその減価償却を行う年数について管理者の決裁を受けなけれ

ばならない｡

第８章 予算及び決算

第１節 予算

(予算の区分)

第74条 予算は､ 予算の実施計画に定める款､ 項､ 目及び節に区分するものとする｡

(予算の執行)

第75条 事務局次長は､ 四半期ごとの事業実施計画を作成し､ 管理者の決裁を受けるものとする｡

２ 事務局次長は､ 前項の規定により決裁を受けた事業実施計画に基づき､ 予算を執行するものとする｡

(適用除外)

第76条 予算の執行に当たっては､ 財務規則第11条及び第13条から第16条までの規定は､ 適用しない｡

第２節 決算

(決算の調製)

第77条 病院の決算の調製に関する事務は､ 事務局次長が行う｡

(決算整理)

第78条 事務局次長は､ 毎年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければなら

ない｡� 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正� 固定資産の減価償却� 諸引当金の計上� 繰延勘定の償却� 未払費用等の経過勘定に関する整理� 消費税及び地方消費税に関する整理

(帳簿の締切)

第79条 事務局次長は､ 前条の規定により決算整理を行った後､ 各帳簿の勘定の締切りを行うものとする｡

(決算報告書等の提出)

第80条 事務局次長は､ 毎年度終了後２月以内に次に掲げる書類を作成し､ 管理者に提出しなければならない｡� 決算報告書
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� 損益計算書� 貸借対照表� 剰余金計算書又は欠損金計算書� 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書� 事業報告書� 収益費用明細書� 固定資産明細書� 企業債明細書� 継続費精算報告書� 基金運用状況調書

第９章 補則

(計理状況の報告)

第81条 事務局次長は毎月末日の計理状況を月次試算表 (様式第31号) により､ 企業出納員は毎月末日の資金状況を

資金予算表 (様式第32号) により､ 翌月20日までに管理者に報告しなければならない｡

(検査員)

第82条 検査員は､ 事務局の職員の中から管理者が任命する｡

(出納取扱金融機関等の領収又は支払の日付印)

第83条 出納取扱金融機関等が領収又は支払の証として使用する印は､ 日付及び当該出納取扱金融機関等の店舗名が

表示されたものでなければならない｡

(財務規則等の読替え)

第84条 財務規則を準用する場合においては､ 財務規則の規定中 ｢市長｣ 及び ｢副市長｣ とあるのは ｢管理者｣ と､

｢総務局長｣ とあるのは ｢事務局長｣ と､ ｢会計管理者｣ とあるのは ｢企業出納員｣ と､ ｢総務課長｣､ ｢職員課長｣､

｢会計課長｣､ ｢監理課長｣ 及び ｢財政課長｣ とあるのは ｢事務局次長｣ と読み替えるものとする｡

２ 契約規則を準用する場合においては､ 契約規則の規定中 ｢市長｣ とあるのは､ ｢管理者｣ と読み替えるものとす

る｡

３ 金融機関事務取扱規程を準用する場合においては､ 金融機関事務取扱規程の規定中 ｢会計管理者｣ とあるのは､

｢企業出納員｣ と読み替えるものとする｡

附 則

１ この規程は､ 公布の日から施行する｡

２ この規程の施行の日 (以下 ｢施行日｣ という｡) 前に金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させる

ことに伴う関係規則の整理に関する規則 (平成25年規則第15号｡ 以下 ｢整理規則｣ という｡) 第５条の規定による

改正前の財務規則 (以下 ｢改正前の財務規則｣ という｡) の規定､ 整理規則第６条の規定による改正前の金沢市が

経営する企業のうち地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の財務に関する特例を定める規則 (昭和44年規則

第12号｡ 以下 ｢改正前の特例規則｣ という｡) の規定及び整理規則第16条の規定による改正前の契約規則の規定に

よりされた手続その他の行為は､ この規程の相当規定によりされたものとみなす｡

３ 平成24年度の予算及び決算については､ 改正前の財務規則及び改正前の特例規則の例による｡

別表 (第13条､ 第15条関係)

勘定科目表
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款 項 目 節 備 考

病院事業収益

医業収益

入院収益

外来収益

その他医業収益

他会計負担金

室料差額収益

公衆衛生活動収益
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病院事業費用

医業外収益

特別利益

医業費用

受取利息及び配当金

他会計補助金

補助金

負担金及び交付金

その他医業外収益

固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益

給与費

材料費

医療相談収益

その他医業収益

預金利息

基金利息

有価証券利息

配当金

一般会計補助金

救急病院補助金

その他補助金

有価証券売却収益

不用品売却収益

その他医業外収益

給料

手当等

報酬

賃金

退職給与金

法定福利費

薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

医師給

看護師給

医療技術職員給

事務職員給

技能労務職員給

｢給料｣ の職種別区

分にならって分類

同上

同上

投薬用薬品費

注射用薬品費

検査用薬品費

その他薬品費

診療材料

診療用消耗品費

給食材料

給食用消耗品費

診療消耗備品費

給食消耗備品費



平成25年(2013年)４月１日 第 2757 号の７ 金 沢 市 公 報

― 12 ―

医業外費用

経費

減価償却費

資産減耗費

研究研修費

厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

会議費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

委託料

通信運搬費

諸会費

交際費

手数料

雑費

建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

その他有形固定資産

減価償却費

無形固定資産減価償

却費

棚卸資産減耗費

固定資産除却費

研究材料費

謝金

図書費

旅費

研究雑費

電気料

ガス料

水道料

ボイラー燃料費

一般燃料費

建物

器具備品

車両

その他修繕料

検査委託料

その他委託料
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固定資産

特別損失

有形固定資産

支払利息及び企業債

取扱諸費

繰延勘定償却

厚生福利施設費

雑損失

固定資産売却損

臨時損失

過年度損益修正損

その他特別損失

土地

立木

建物

建物減価償却累計額

構築物

構築物減価償却累計

額

器械備品

器械備品減価償却累

企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取

扱費

企業債発行差金償却

開発費償却

退職給与金償却

試験研究費償却

控除対象外消費税額

償却

報償費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

委託料

通信運搬費

手数料

不用品売却原価

その他雑損失
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流動資産

無形固定資産

投資

現金・預金

未収金

有価証券

貯蔵品

短期貸付金

前払費用

前払金

その他流動資産

計額

車両

車両減価償却累計額

総係資産仮勘定

建設仮勘定

その他有形固定資産

その他有形固定資産

減価償却累計額

借地権

地上権

電話加入権

その他無形固定資産

投資有価証券

長期貸付金

出資金

基金

その他投資

現金

預金

医業未収金

医業外未収金

その他未収金

一般貸付金

他会計貸付金

職員貸付金

前払保険料

その他前払費用

前払消費税及び地方

消費税

その他前払金

仮払消費税及び地方

消費税

特定収入仮払消費税

未収消費税及び地方

消費税還付金

その他医業外未収金
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繰延勘定

固定負債

流動負債

資本金

剰余金

企業債発行差金

開発費

退職給与金

試験研究費

災害損失

控除対象外消費税額

企業債

他会計借入金

引当金

その他固定負債

一時借入金

未払金

未払費用

前受金

その他流動負債

自己資本金

借入資本金

資本剰余金

及び地方消費税

その他流動資産

退職給与引当金

修繕引当金

医業未払金

医業外未払金

その他未払金

医業前受金

医業外前受金

その他前受金

預り金

仮受消費税及び地方

消費税

その他流動負債

企業債

他会計借入金

再評価積立金

受贈財産評価額

未払消費税及び地方

消費税

その他医業外未払金

預り保証金

預り諸税

その他預り金
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利益剰余金

当年度未処分利益剰

余金

(又は当年度未処理

欠損金)

寄附金

国庫補助金

県補助金

他会計補助金

その他資本剰余金

減債積立金

利益積立金

その他積立金

繰越利益剰余金年度

末残高

(又は繰越欠損金年

度末残高)

当年度純利益

(又は当年度純損失)



様式第１号 (第８条､ 第27条関係)

収 入 伝 票
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企業出納員 事 務 局 員 担 当

年 度 伝票番号 収入年月日 元伝票年度 元伝票番号

会 計 予算区分

所 属

予 算 科 目 等

款

項

目

事業

節

細節

経区

金 額
円

勘 定 科 目 (借 方) 勘 定 科 目 (貸 方)

款 款

項 項

目 目

節 節

細節 細節

内 容

摘

要



様式第２号 (第８条､ 第31条－第33条関係)

その１

第１葉

(表)

支 払 伝 票
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取扱
区分

公開 非公開 (全部非 部分非 時限非 ( 年 月まで))
非公開理由 １法令 ２個人 ３法人 ４社会的障害

５審議､ 検討等に関する情報 ６事業執行

保存
年限

年

支
出
決
議

企業出納員 事務局員 担 当 支
出
命
令

事務局次長 事務局員 担 当

年 度 伝票番号 起票年月日 元伝票年度 元伝票番号 支払予定年月日

会 計 予算区分

所 属 支払区分

予 算 科 目 等

控

除

額

款

項

目

事業

節

細節

経区

金 額
円

決裁済発議番号

この請求書に対する伺額
(又は契約額) �

上記伺額に対し既に請求
書を回送した額 �
差引残額 �－�

勘 定 科 目 (借 方) 勘 定 科 目 (貸 方)

款 款

項 項

目 目

節 節

細節 細節

内 容

債

権

者

支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印



(裏)
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請

求

書

年 月 日

(宛先)

金沢市病院事業管理者 (内訳)

上記金額を請求します｡

氏名 �
領

収

書

年 月 日

(宛先)

金沢市立病院企業出納員

上記金額を領収しました｡

氏名 �
摘

要

年度支出稟議は､ 伝票番号 第 号

款 項 目 節 に添付

領収証は 伝票番号 第 号

款 項 目 節 に添付

請求書は 伝票番号 第 号

款 項 目 節 に添付

金 額 円

金 額 円



第２葉

内訳
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支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印

支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印

支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印

支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印



その２

第１葉

(表)

支 出 負 担 行 為 兼 支 払 伝 票
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取扱
区分

公開 非公開 (全部非 部分非 時限非 ( 年 月まで))
非公開理由 １法令 ２個人 ３法人 ４社会的障害

５審議､ 検討等に関する情報 ６事業執行

保存
年限

年

支
出
決
議

企業出納員 事務局員 担 当 支
出
命
令

事務局次長 事務局員 担 当

年 度 伝票番号 起票年月日 元伝票年度 元伝票番号 支払予定年月日

会 計 予算区分

所 属 支払区分

予 算 科 目 等

控

除

額

款

項

目

事業

節

細節

経区

金 額
円

決裁済発議番号

この請求書に対する伺額
(又は契約額) �

上記伺額に対し既に請求
書を回送した額 �
差引残額 �－�

勘 定 科 目 (借 方) 勘 定 科 目 (貸 方)

款 款

項 項

目 目

節 節

細節 細節

内 容

債

権

者

支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印



(裏)
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請

求

書

年 月 日

(宛先)

金沢市病院事業管理者 (内訳)

上記金額を請求します｡

氏名 �
領

収

書

年 月 日

(宛先)

金沢市立病院企業出納員

上記金額を領収しました｡

氏名 �
摘

要

年度支出稟議は､ 伝票番号 第 号

款 項 目 節 に添付

領収証は 伝票番号 第 号

款 項 目 節 に添付

請求書は 伝票番号 第 号

款 項 目 節 に添付

金 額 円

金 額 円



第２葉

内訳
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支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印

支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印

支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印

支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印



様式第３号 (第８条､ 第16条､ 第17条､ 第28条－第30条､ 第42条､ 第44条､ 第48条､ 第53条､ 第64条､ 第66条､ 第78

条関係)

振 替 伝 票
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企業出納員 事 務 局 員 担 当 事務局次長 事 務 局 員 担 当

年 度 伝票番号 起票年月日 元伝票年度 元伝票番号

会 計 予算区分

所 属

予 算 科 目 等 (借 方) 予 算 科 目 等 (貸 方)

款 款

項 項

目 目

事業 事業

節 節

細節 細節

経区 経区

金 額
円

勘 定 科 目 (借 方) 勘 定 科 目 (貸 方)

款 款

項 項

目 目

節 節

細節 細節

内 容

摘

要
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様
式
第
４
号
(第
９
条
､
第
10
条
､
第
13
条
関
係
)

借
方

勘
定

科
目

貸
方

合
計

当
該
日
(振
替
)
当
該
日
(資
金
)

当
該
日
(資
金
)
当
該
日
(振
替
)

合
計

企
業
出
納
員

事
務

局
員

担
当

日
計

表

年
月

日
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様
式
第
５
号
(第
11
条
､
第
13
条
､
第
53
条
関
係
)

月
日

摘
要

借
方

貸
方

貸
借

残
高

会
計

款 項 目

年
月

総
勘

定
元

帳
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様
式
第
６
号
(第
11
条
､
第
13
条
関
係
)

伝
票
日
付

伝
票
種
別

伝
票
番
号

相
手
科
目

借
方
金
額

貸
方
金
額

残
高
金
額

債
権
・
債
務
者
名
(摘
要
)

会
計

款
節

項
細
節

目

内
訳

簿
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様
式
第
７
号
(第
11
条
､
第
27
条
､
第
33
条
関
係
)

預
金

出
納

簿

項
目

金
額

科
目

金
額

伝
票
番
号

摘
要



平成25年(2013年)４月１日 第 2757 号の７ 金 沢 市 公 報

― 29 ―

様
式
第
８
号
(第
11
条
関
係
)

(表
)

名
称

財
産

区
分

有
価
証
券
(証
書
)
台
帳

年
月

日
作
成

種
類

銘
柄

配
当
又
は
利
子

評
価

年
月
日

数
量

単
価

価
格

円
円

配
当
利
子

支
払
期
日

及
び
率

月
日

額
面

総
額

円
月

日 ％

単
価

円
償
還
年
月
日

年
月

日

年
月
日

証
券
(証
書
)
番
号

増
減

現
在

備
考

数
量

価
格

数
量

価
格

数
量

価
格

円
円

円
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(裏
)

年
月
日

証
券
(証
書
)
番
号

増
減

現
在

備
考

数
量

価
格

数
量

価
格

数
量

価
格

円
円

円

会
計
区
分

所
管
課

用
途

預
託
先

証
券
保
管
箇
所

種
目

冊
番

整
理
番
号



様式第９号 (第11条､ 第42条､ 第44条､ 第49条関係)

年 月 日

年度 月分 棚卸資産出納簿

( 年 月 ～ 年 月)

品目： 規格： 単位：
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日付
伝票

番号
件 名

受 入 払 出 残 高

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

合 計
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様
式
第
10
号
(第
11
条
関
係
)

固
定

資
産

台
帳

資
産
名
称

資
産
番
号

所
在

地
取
得
年
月
日

年
月

日

整 理 科 目

項

構
造

耐
用
年
数

年
目

形
状
寸
法

償
却

率
節

能
力

年
間
償
却
額

細
節

用
途

残
存
価
額

図
面
番
号

そ
の

他
補

助
金

業
者

保
管
場
所

年
月
日

帳
簿
原
価

減
価
償
却
累
計
額

帳
簿
価
額

処
分

摘
要

借
方

貸
方

残
高

借
方

貸
方

累
計

金
額
／
損
益
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年
度

償
還
日

未
償
還
元
金

元
金

利
子

償
還
元
利
合
計

年
度

償
還
日

未
償
還
元
金

元
金

利
子

償
還
元
利
合
計

様
式
第
11
号
(第
11
条
関
係
)

企
業

債
台

帳

借
入
年
度

起
債
年
月
日

事
業
名

起
債

額
利
率

証
書
番
号

起
債
名
称

据
置
期
間

許
可

日

借
入
先

許
可
番
号

会
計

償
還
期
間

事
業
費
及
び

財
源
内
訳

目
的

交
付
税

償
還
期
日

そ
の
他

備
考

欄
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様
式
第
12
号
(第
11
条
関
係
)

未
払
金
整
理
簿

伝
票
日
付

伝
票
番
号

支
払
義
務
額

伝
票
日
付

伝
票
番
号

支
払
額

未
払
額

摘
要

相
手
科
目
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様
式
第
13
号
(第
11
条
､
第
16
条
､
第
17
条
関
係
)

年
度

収
入
予
算
整
理
簿

会
計

事
業

款
節

項
細
節

目 執
行
日
起
票
日

伝
票
番
号

伝
票
種
別

摘
要

種
別
債
務
・
債
権
者

予
算
現
在
高

調
定
額

収
入
額

収
入
未
済
額

予
算
と
の
差
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様
式
第
14
号
(第
11
条
､
第
30
条
関
係
)

年
度

支
出
予
算
整
理
簿

会
計

事
業

款
節

項
細
節

目 執
行
日
起
票
日

伝
票
番
号

伝
票
種
別

摘
要

種
別
債
務
・
債
権
者
予
算
現
在
高
予
算
執
行
伺
負
担
行
為
額

発
生
額

支
出
額

予
算
残
額



様式第15号 (第11条､ 第16条関係)

収 入 調 定 整 理 簿
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取扱
区分

公開 非公開 (全部非 部分非 時限非 ( 年 月まで))
非公開理由 １法令 ２個人 ３法人 ４社会的障害

５審議､ 検討等に関する情報 ６事業執行

保存
年限

年

内訳

事務局次長 事 務 局 員 担当 調 定 年 月 日 決 裁 年 月 日

年 月 日 年 月 日

調 定

合 計 額

年度

会計

調 定 件 数

所 属

第 款

第 項

第 目

第 節

第 細節

収 入 区 分

調 定 番 号 から まで

調定累計額

発行年月日

調定内容

調定番号 納期限 収入年月日

納入義務者

氏 名 住 所

№
算 出 基 礎 等

数 量 単 位 単 価 金 額 (円)

調定番号 納期限 収入年月日

納入義務者

氏 名 住 所

№
算 出 基 礎 等

数 量 単 位 単 価 金 額 (円)

調定番号 納期限 収入年月日

納入義務者

氏 名 住 所

№
算 出 基 礎 等

数 量 単 位 単 価 金 額 (円)
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様
式
第
16
号
(第
11
条
関
係
)

年
度

預
り
金
台
帳

会
計

款
節

項
細
節

目 伝
票
日
付
伝
票
種
別

伝
票
番
号

所
属

摘
要

受
入
額

払
出
額

残
高

債
務
・
債
権
者
名



様式第17号 (第11条関係)

契 約 保 証 金 整 理 簿

№

様式第18号 (第18条､ 第19条､ 第21条関係)

その１

第１葉
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名 称
契 約 番 号

契 約 額 期 間

契 約 者

納 付
収入年月日 年 月 日

収 入 額 種 別

還 付
支出年月日 年 月 日 担 当

支 出 額

検 査 日 年 月 日

備 考

納入通知書兼領収証書

納入者住所 (所在地) ・氏名 (名称)

様

右記の金額を金沢市立病院出納取扱金融機関又は

金沢市立病院収納取扱金融機関に納めてください｡

年 月 日

金沢市病院事業管理者 印

右記の金額を領収しました｡

金沢市立病院出納取扱金融機関

金沢市立病院収納取扱金融機関

領収日付印

第 号

款 項 目 節 細節

会 計

所 属

金 額 円

納 期 限

内 容
ただし



第２葉

その２

第１葉
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収入済通知書

納入者住所 (所在地) ・氏名 (名称)

納

右記の金額を領収したので通知します｡

年 月 日

(宛先) 金沢市立病院企業出納員

金沢市立病院出納取扱金融機関

金沢市立病院収納取扱金融機関

領収日付印

｢注｣ 記載事項は第１葉に同じ｡

金沢市立病院 医療費納入通知書兼領収証書

患者番号
診療科
診療日 年 月 日

下記の金額を金沢市立病院出納取扱金融機関又は
金沢市立病院収納取扱金融機関に納めてください｡

様

領収日付印

左記の金額を領収しました｡

金沢市立病院出納取扱金融機関若しくは金沢市立病
院収納取扱金融機関又は金沢市立病院現金取扱員

請求金額 円

請求日
年 月 日

納入期限
年 月 日

請求項目 医療費 消費税相当額 合計金額

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

業務 帳票 年度 管理番号 課(所)コード

診 療 額 の 内 訳
診療内容 保険診療点数 診療内容 保険診療点数

合 計
保険診療外金額 円



第２葉
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金沢市立病院 医療費収入済通知書

様
患者番号
診療科 診療日 年 月 日

領収日付印

左記の金額を領収したので通知します｡

金沢市立病院出納取扱金融機関
又は金沢市立病院収納取扱金融機関

請求日
年 月 日

納入期限
年 月 日

業務 帳票 年度 管理番号 課(所)コード会計 款 項 目 節 細節 金 額 区 分

円

円

円

円

円

円

円

合計金額 円

(宛先)
金沢市立病院企業出納員
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様
式
第
19
号
(第
23
条
関
係
)

第
号

収
入
事
務
受
託
者
証

金
沢
市
立
病
院

委
託
職
員

氏
名

上
記
の
者
は
､
地
方
公
営
企
業
法
第
33
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
､
金
沢
市
立
病
院
の

の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
｡

年
月

日
発
行

有
効
期
限 年

月
日

金
沢
市
病
院
事
業
管
理
者

印

(表
)

(裏
)

地
方
公
営
企
業
法
(抜
粋
)

(こ
の
欄
に
は
､
地
方
公
営
企
業
法
第
33
条
の
２
の
条
文
を
記
載
す
る
こ
と
｡)

写 真
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様
式
第
20
号
(第
25
条
関
係
)

表
紙

公
金

払
込

書
兼

領
収

証
書

№

年
月

日
検 印

事
務
局
次
長

課
員

担
当

番
～

番
枚

使
用

者
氏

名
受
入
高

払
出
高

書
損
高

残
高

枚
枚

枚
枚

交
付

年
月

日

返
納

年
月

日
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第
１
葉

№

公
金
払
込
書
兼
領
収
証
書

右
記
の
金
額
を
払
い
込
み
ま
す
｡

年
月

日

金
沢
市
立
病
院
出
納
取
扱
金
融
機
関
又

は
金
沢
市
立
病
院
収
納
取
扱
金
融
機
関

金
沢
市
立
病
院
企
業
出
納
員

金
沢
市
立
病
院
現
金
取
扱
員

氏
名

右
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
｡

金
沢
市
立
病
院
出
納
取
扱
金
融
機
関
又

は
金
沢
市
立
病
院
収
納
取
扱
金
融
機
関

病
院
事
業
特
別
会
計

年
度

月
分

整
理

番
号

会
計

款
項

目
節

細
節

収
入
区
分

課
(所
)
名

コ
ー
ド

金
額

円

た
だ
し

領
収
日
付
印
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第
２
葉

№

収
入
済
通
知
書

右
記
の
金
額
を
領
収
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

年
月

日

(宛
先
)
金
沢
市
立
病
院
企
業
出
納
員

金
沢
市
立
病
院
出
納
取
扱
金
融
機
関
又

は
金
沢
市
立
病
院
収
納
取
扱
金
融
機
関

領
収
日
付
印

｢注
｣
記
載
事
項
は
第
１
葉
に
同
じ
｡
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様
式
第
21
号
(第
25
条
関
係
)

第
１
葉

№

公
金
払
込
書
兼
領
収
証
書

右
記
の
金
額
を
払
い
込
み
ま
す
｡

年
月

日

金
沢
市
立
病
院
出
納
取
扱
金
融
機
関
又

は
金
沢
市
立
病
院
収
納
取
扱
金
融
機
関

金
沢
市
立
病
院
収
入
事
務
受
託
者

氏
名

右
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
｡

金
沢
市
立
病
院
出
納
取
扱
金
融
機
関
又

は
金
沢
市
立
病
院
収
納
取
扱
金
融
機
関

領
収
日
付
印

病
院
事
業
特
別
会
計

年
度

月
分

整
理

番
号

会
計

款
項

目
節

細
節

収
入
区
分

課
(所
)
名

コ
ー
ド

金
額

円

た
だ
し
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第
２
葉

№

収
入
済
通
知
書

右
記
の
金
額
を
領
収
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

年
月

日

(宛
先
)
金
沢
市
立
病
院
企
業
出
納
員

金
沢
市
立
病
院
出
納
取
扱
金
融
機
関
又

は
金
沢
市
立
病
院
収
納
取
扱
金
融
機
関

領
収
日
付
印

｢注
｣
記
載
事
項
は
第
１
葉
に
同
じ
｡



様式第22号 (第28条関係)

第１葉

(表)

還 付 決 議 兼 支 払 伝 票
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取扱
区分

公開 非公開 (全部非 部分非 時限非 ( 年 月まで))
非公開理由 １法令 ２個人 ３法人 ４社会的障害

５審議､ 検討等に関する情報 ６事業執行

保存
年限

年

支
出
決
議

企業出納員 事務局員 担 当 支
出
命
令

事務局次長 事務局員 担 当

年 度 伝票番号 起票年月日 元伝票年度 元伝票番号 支払予定年月日

会 計 予算区分

所 属 支払区分

予 算 科 目 等

款

項

目

事業

節

細節

経区

金 額
円

決裁済発議番号

この請求書に対する
決議額 �

上記決議額に対し既に
請求書を回送した額 �
差引残額 �－�

勘 定 科 目 (借 方) 勘 定 科 目 (貸 方)

款 款

項 項

目 目

節 節

細節 細節

内 容

債

権

者

支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印



(裏)
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請

求

書

年 月 日

(宛先)

金沢市病院事業管理者 (内訳)

上記金額を請求します｡

氏名 �
領

収

書

年 月 日

(宛先)

金沢市立病院企業出納員

上記金額を領収しました｡

氏名 �
摘

要

年度支出稟議は､ 伝票番号 第 号

款 項 目 節 に添付

領収証は 伝票番号 第 号

款 項 目 節 に添付

請求書は 伝票番号 第 号

款 項 目 節 に添付

金 額 円

金 額 円



第２葉

内訳
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支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印

支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印

支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印

支出命令額

控除額合計

差引支払額

命令前未払額

円

円

円

円

検収年月日

検収者職氏名印



様式第23号 (第30条関係)

その１

支 出 負 担 行 為 伺 書 (一般用)
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取扱
区分

公開 非公開 (全部非 部分非 時限非 ( 年 月まで))
非公開理由 １法令 ２個人 ３法人 ４社会的障害

５審議､ 検討等に関する情報 ６事業執行

保存
年限

年

内 訳

発議番号 第 号 発議年月日 年 月 日 決裁年月日 年 月 日

管理者 事務局長 事務局次長 事 務 局 員 所 属

合

議

起 案 者

年度 事務・事業名

支出負担行為伺額

内容

第 款

第 項

第 目

第 節

第 細節

支 出 整 理 欄

配当予算額

支出負担行為伺済額

配当予算残額

支出の方法

前渡者
支
払
区
分

年 月

年 月

年 月

年 月

契 約 執 行 伺 発議年月日 年 月 日 決裁年月日 年 月 日

管理者 事務局長 事務局次長
業

者

名

事 務 局 員 担 当

契
約
の
方
法

契約年月日 年 月 日

№ 経費区分

実 績 区 分

数 量 単 位 単 価 消費税 金 額 (税込)

債 権 者 計



その２

支 出 負 担 行 為 伺 書 (物品用)
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取扱
区分

公開 非公開 (全部非 部分非 時限非 ( 年 月まで))
非公開理由 １法令 ２個人 ３法人 ４社会的障害

５審議､ 検討等に関する情報 ６事業執行

保存
年限

年

内 訳

発議番号 第 号 発議年月日 年 月 日 決裁年月日 年 月 日

管理者 事務局長 事務局次長 事 務 局 員 所 属

合

議

起 案 者

年度 事務・事業名

支出負担行為伺額

内容

第 款

第 項

第 目

第 節

第 細節

支 出 整 理 欄

配当予算額

支出負担行為伺済額

配当予算残額

支出の方法

前渡者
支
払
区
分

年 月

年 月

年 月

年 月

契 約 執 行 伺 発議年月日 年 月 日 決裁年月日 年 月 日

管理者 事務局長 事務局次長
業

者

名

事 務 局 員 担 当

契
約
の
方
法

契約年月日 年 月 日

№ 経費区分

品 名

規 格

数 量 単 位 単 価 消費税 金 額 (税込)

債 権 者 計



その３

支 出 負 担 行 為 伺 書 (工事用)
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取扱
区分

公開 非公開 (全部非 部分非 時限非 ( 年 月まで))
非公開理由 １法令 ２個人 ３法人 ４社会的障害

５審議､ 検討等に関する情報 ６事業執行

保存
年限

年

発議番号 第 号 発議年月日 年 月 日 決裁年月日 年 月 日

管理者 事務局長 事務局次長 事 務 局 員 所 属

合

議

起 案 者

年度 事務・事業名

支出負担行為伺額

内容

第 款

第 項

第 目

第 節

第 細節

支 出 整 理 欄

配当予算額

支出負担行為伺済額

配当予算残額

支出の方法

前渡者
支
払
区
分

年 月

年 月

年 月

年 月

契 約 執 行 伺 発議年月日 年 月 日 決裁年月日 年 月 日

管理者 事務局長 事務局次長
業

者

名

事 務 局 員 担 当

契
約
の
方
法

契約年月日 年 月 日

工 期 総額

監 督 員

工事場所

建 物
＜構造＞ 主体 ＜階数＞ 地上 階 地下 階

＜面積＞ 延床 ㎡ 延床 ㎡

経費区分
実 績 区 分

数 量 単 位 単 価 消費税 金 額 (税込)



様式第24号 (第40条関係)

(表)

物 品 検 査 調 書

(裏)

品 目 明 細
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年 月 日

検査員氏名 �
立会人氏名 �

金沢市病院事業管理者 様

物 件 名 等 第 号
品目明細は裏面のとおり

契 約 者 名

契 約 金 額

納 入 期 限

納 入 期 日

検査年月日

検 査 場 所

その他の事項

№

品 名

規 格

単 位 単 価 契約数量 検収数量



様式第25号 (第44条関係)

(表)

(裏)
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出庫伝票 伝票番号

年 度 年 度

事務局次長 事 務 局 員 担 当

予算科目 会 計

款 所 属

項 予 算 区 分

目 起票年月日 年 月 日

事 業 出庫年月日 年 月 日

節 保 管 場 所

細 節 決 裁 区 分

出庫金額

消費税区分

税抜額

消費税等相当額

配当予算額 配当予算残額

件 名

履行場所

物 品 件 数

件

品 名 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額

備考

出庫物品明細 伝票番号

年 度 年 度

出庫年月日 年 月 日 起票年月日 年 月 日

品 名 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額



様式第26号 (第50条､ 第52条､ 第53条関係)

年 月 日

年度 棚卸明細表

棚卸日： 保管場所：

類別：
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品 目

コード
品 名 規 格 単 位

帳簿残高 棚 卸 高 増 減

数量 金額 数量 金額 数量 金額



様式第27号 (第56条､ 第57条関係)

物 品 引 渡 ／ 取 得 調 書
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企業出納員 補 佐 事務局員 担 当 事務局次長 事務局長補佐 事務局員 記 帳

下記のとおり引き渡します｡

年 月 日

物品取扱員 様

事務局次長 � 下記のとおり取得したので通知します｡

年 月 日

企業出納員 様

物品取扱員 氏名 �
番号

品 名 規 格

単 価 (円) 数 量 単 位 金 額 (円)

台帳整理区分 取 得 年 月 日 保 管 責 任 者 氏 名 印

年 月 日 �
年 月 日 �
年 月 日 �
年 月 日 �
年 月 日 �
年 月 日 �
年 月 日 �
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様
式
第
28
号
(第
58
条
関
係
)

保
管

番
号

品
名

取
得

年
月

日

金
沢

市
立

病
院
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様
式
第
29
号
(第
61
条
関
係
)

物
品

返
納

書

年
月

日

企
業
出
納
員

様
物
品
取
扱
員

氏
名

�
品

名
数
量

取
得

返
納
の
事
由

摘
要

年
月
日

金
額
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様
式
第
30
号
(第
69
条
関
係
)

固
定

資
産

返
納

書

年
月

日

企
業
出
納
員

様
物
品
取
扱
員

氏
名

�
資
産
番
号

資
産
名
称

取
得

勘
定
科
目

※ 減
価
償
却
引
当
金

帳
簿
価
額

返
納
の
事
由

摘
要

年
月
日

金
額

款
項

目
節



平成25年(2013年)４月１日 第 2757 号の７ 金 沢 市 公 報

― 61 ―

様
式
第
31
号
(第
81
条
関
係
)

月
次

試
算

表

年
度

会
計

借
方

勘
定

科
目

貸
方

残
高

累
計

当
該
月

当
該
月

累
計

残
高
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様
式
第
32
号
(第
81
条
関
係
)

資
金

予
算

表

年
度

会
計

資
金

科
目

執
行

額
予

定
備

考
前
月
末
ま
で

当
該
月

累
計

月
分

月
分
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平成25年(2013年)４月１日 印刷 発行人 金 沢 市
平成25年(2013年)４月１日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄
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